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令和８年度ひたちなか市ネーミングライツ・パートナー募集要項（５月期） 

 

１ 趣旨 

ひたちなか市では，持続可能な施設運営と安定的な自主財源の確保を図ることを目的として，

以下の施設の命名権者（以下「ネーミングライツ・パートナー」という。）を募集します。本要項

は，募集を行うにあたり，必要な事項を定めるものです。 

 

２ 対象施設 

ネーミングライツを導入する対象施設は，本市が所有するスポーツ施設や文化施設，公園など

の広く市民等に利用される公共施設（及びそれらの一部）のほか，ネーミングライツを導入するこ

とにより効果が見込まれる施設とします。 

施設名 所在地 

文化会館大ホール ひたちなか市青葉町１番１号 

文化会館小ホール ひたちなか市青葉町１番１号 

総合福祉センター ひたちなか市西大島３丁目１６番１号 

那珂湊総合福祉センター ひたちなか市南神敷台１７番地６ 

ひたちなか大橋 市道馬渡・中根地区５０９号線と常陸那珂有料道路との交差部 

※ 施設概要等については，別紙「ひたちなか市ネーミングライツ募集対象施設一覧」をご参照

ください。 

 

３ 募集条件 

施設名 
ネーミングライツ料 

（最低価格／年額） 

希望 

契約期間 
愛称の命名に関する条件 

文化会館大ホール ３５０万円 ５年間 

「○○ホール」とすること。 

なお，「文化会館」の名称は

変更しない。 

文化会館小ホール １００万円 ５年間 

「○○ホール」とすること。 

なお，「文化会館」の名称は

変更しない。 

総合福祉センター １００万円 ５年間 
「○○福祉センター」とする

こと。 

那珂湊総合福祉センター １００万円 ５年間 
「○○福祉センター」とする

こと。 

ひたちなか大橋 １００万円 ５年間 「○○橋」とすること。 

※ ネーミングライツ料は，最低価格（消費税及び地方消費税を含む。）を示しております。 

※ 施設概要等については，別紙「ひたちなか市ネーミングライツ募集対象施設一覧」をご参照

ください。 
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４ 応募資格 

応募資格を有する者は，市内事業者等（市内に本店，支店又は営業所を有する法人）であり，本

市のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしい資力及び責任をもって安定的に事業を実施

することができる事業者とし，「ひたちなか市ネーミングライツに関するガイドライン（以下「ガ

イドライン」という。）」中４ページに記載する，「３ネーミングライツ・パートナーの募集 （４）

募集条件 エ 応募資格（ア）～（サ）」に該当するものは応募することができません。 

 

５ スケジュール 

内  容 期日等 

（１）ネーミングライツ・パートナー募集要項の公表 令和８年５月１５日（金） 

（２）ネーミングライツ・パートナー応募申込書の受付開始 令和８年５月２２日（金） 

（３）質問書の提出期限（任意） 令和８年６月５日（金） 

午後５時まで 

（４）質問書に対する回答 令和８年６月１２日（金） 

（５）ネーミングライツ・パートナー応募申込書の提出期限 令和８年６月２６日（金） 

午後５時まで 

（６）選定委員会による書類審査・優先交渉権者の選定 令和８年７月１３日(月)～ 

    ７月１７日(金) 予定 

（７）優先交渉権者との協議（愛称の表示場所・看板や案内

表示の設置・契約内容等） 

令和８年７月２０日（月）～ 

令和８年９月中旬    予定 

（８）ネーミングライツ・パートナーの決定 令和８年９月下旬    予定 

（９）ネーミングライツ・パートナーとの契約 令和８年１０月初旬   予定 

（１０）ネーミングライツ・パートナーの公表 令和８年１０月上旬   予定 

（１１）看板・案内の表示変更 令和８年１０月中旬～下旬予定 

（１２）愛称の供用開始 令和８年１１月     予定 

 

６ 募集要項等の配布 

（１）募集要項の公表 

   令和８年５月１５日（金） 

（２）配布方法 

   市ホームページに掲載しますので，募集要項，様式（申込書等）ファイルをダウンロードし

てください。ダウンロードできない場合には，電子メールにて送付いたしますので「14 問合

せ先」までご連絡ください。 

 

７ 質問及び回答（任意） 

（１）質問対象 

   質問は，ネーミングライツ・パートナー応募申込書の作成及び提出に関する事項並びにそ

の他の本市のネーミングライツに関する事項に限るものとします。 
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（２）質問方法 

   応募に関して質問事項がある場合は，「（様式３）ひたちなか市ネーミングライツ・パートナ

ー応募に係る質問書」を電子メールにより「14問合せ先」まで提出してください。 

   なお，電話やメールでの個別の問合せは一切受け付けません。質問事項がある場合は，必

ず，「（様式３）ひたちなか市ネーミングライツ・パートナー応募に係る質問書」を使用してく

ださい。 

（３）質問の受付期間 

   令和８年６月５日（金）午後５時まで ※受付期間後に提出された質問は受け付けません。 

 （４）質問に対する回答 

 令和８年６月１２日（金）までに，質問者の名称等，競争上の地位その他の正当な利益を害

する恐れがある情報を除き，提出された全ての質問とその回答をまとめて市ホームページに

掲載します。 

 

８ 応募申込書の提出 

（１）応募方法 

（３）応募書類に示す書類一式について，電子メールにて「14 問合せ先」まで提出してくだ

さい。メール送信後，必ず電話により受信の確認をしてください。電話の受付時間は，開庁日

（月～金，祝日除く）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとします。 

（２）応募期間 

令和８年５月２２日（金）から令和８年６月２６日（金）午後５時まで 

 （３）応募書類 

 書類 部数 備考 

① ひたちなか市ネーミングライツ・ 

パートナー応募申込書（様式１） 

１部 愛称を表示する文字の配置や書体及びマ

ーク，キャラクター等（以下「ロゴ等」と

いう。）については，図面等を提出してく

ださい。 

② ひたちなか市ネーミングライツ・ 

パートナー応募に係る誓約書（様

式２） 

１部  

③ 応募者の事業概要がわかるもの １部 会社概要，事業者案内パンフレット等 

④ 
財務諸表の写し １部 貸借対照表，損益計算書で提出日直前３

年分の決算に係るもの 

⑤ 商業・法人登記簿謄本（履行事項

全部証明書）の写し 

１部 発行３か月以内のもの 

⑥ 国税及び地方税の納税証明書の

写し 

１部 法人市民税は，ひたちなか市が発行する

納税証明書，法人税並びに消費税及び地

方消費税は税務署発行の納税証明書（そ

の３の３）で，発行３か月以内のもの 
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⑦ 印鑑証明書の写し １部 発行３か月以内のもの 

※ ⑤から⑦までは，本市の入札参加有資格者名簿（令和７・８年度：物品・役務の提供）に

登録されている場合は提出不要です。 

（４）応募資格の確認結果 

    応募資格の確認結果は，令和８年７月３日（金）までに，応募申込書に記載のメールアドレ

ス宛に，電子メールにより通知します。 

（５）応募がなかった場合の取扱い 

    募集期間を経過しても応募がなかった場合は，募集条件を見直し再度募集するか，又は募

集を取りやめます。 

（６）秘密の保持 

    応募内容については，ネーミングライツ事業の実施に関してのみ使用し，それ以外には使

用しないものとします。 

（７）その他留意事項 

   ①提出された書類は，関係機関等の意見を求めるため使用する場合があります。 

   ②必要に応じて追加資料を求める場合があります。 

   ③提出された書類は返却しません。 

   ④ひたちなか市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には，同条例に基づき公開する

ことがあります。 

   ⑤応募申込書の提出後に辞退する場合は，辞退理由を記載した辞退届（任意様式）を電子メー

ルにて提出してください。 

 

９ 選定方法等 

（１）選定委員会による審査 

ひたちなか市ネーミングライツ・パートナー選定委員会（以下「選定委員会」という。）を

設置し，ネーミングライツ料・契約期間・愛称等から，書類審査により応募者を審査し順位付

けを行います。また，最も順位の高かった応募者に優先して市が契約交渉を行う団体（以下

「優先交渉権者」という。）を選定します。 

ただし，各委員の総得点が，配点合計の６割に満たない場合は，選定の対象外とします。 

なお，応募者が１者の場合であっても，選定委員会を開催し，応募者の審査を行います。 

審査基準等については，別に示す「ひたちなか市ネーミングライツ・パートナー選定に係る

審査基準」を参照してください。 

（２）失格事項 

    次のいずれかに該当する場合は，失格とします。 

    ・審査の過程において，応募資格を満たさないことが明らかになった場合 

    ・応募書類に虚偽又は不正があった場合 

    ・応募書類の提出期間に所定の書類が提出されなかった場合 

    ・その他不正な行為があった場合 

（３）選定結果の通知 

優先交渉権の選定結果については，全ての応募者に対して，書面で通知します。 
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 10 ネーミングライツ・パートナーの決定 

（１）詳細協議 

優先交渉権者の決定後，愛称の表示場所・看板や案内表示の設置・契約内容等について，協

議します。 

（２）ネーミングライツ・パートナーの決定・公表 

   詳細協議を経て，本市との間で合意に至った段階で，ネーミングライツ・パートナーを決定

し，市ホームページにおいて，ネーミングライツ・パートナーの名称，愛称，契約期間，ネー

ミングライツ料を公表します。 

なお，合意に至らない場合は，協議を打ち切り，次順位の応募者との協議を開始します。 

 

11 ネーミングライツ・パートナーとの契約 

（１）契約の締結・更新・解除等 

ガイドライン中６ページに記載する「第４ネーミングライツ・パートナーとの契約 １契約

の締結 ２契約の更新 ３契約の解除 ４ネーミングライツ料の返還」を参照してください。 

 （２）費用負担 

市とネーミングライツ・パートナーの費用負担は，次の表によるものとします。 

区分 市 
ネーミングライ

ツ・パートナー 

敷地内外の看板表示や案内等の設置及び変更 （※１）  ○ 

契約期間満了及び契約の解除に伴う原状回復 
○ 

（市の都合による） 

○ 

（ネーミングライ

ツ・パートナーの都

合による） 

市及び指定管理者が作成する印刷物（パンフレット，封筒

等） （※２） 
〇  

市及び指定管理者が管理するホームページの表示変更 

（※３） 
○  

※１ 敷地内外の看板や案内の表示については，市や関係機関との協議を行い，必要な許可等を

受けたうえで，設置及び変更することとします。 

※２ 市が新たに作成する印刷物については，原則として愛称を使用することとします。ただし，

愛称決定時に既に使用している印刷物は，そのまま使用することとします。また，指定管理者

が作成するものも同様の取扱いとします。 

※３ 市が管理するホームページについては，市において愛称導入時に表示を変更することとし

ます。また，指定管理者が管理するホームページがある場合は，市における取扱いと同様とし

ます。 

（３）リスク負担 

ネーミングライツ・パートナーが設置・変更した看板等により第三者に損害が生じた場合

や，愛称が第三者の知的財産権等を侵害した場合の負担は，ネーミングライツ・パートナーが

負うものとします。 
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12 関係法令の遵守 

ネーミングライツの導入による看板等への愛称の表示（字体やロゴマークの使用等）については，

茨城県屋外広告物条例（昭和４９年茨城県条例第１０号）等の関係法令を遵守することとします。 

 

13 その他 

（１）愛称に関する知的財産権について 

  ①愛称の表示のロゴ等は，ネーミングライツ・パートナーの商標として登録することができま

す。なお，市はロゴ等を無償で使用できることとし，指定管理者も同様とします。 

  ②第三者の知的財産権を侵害しないか，ネーミングライツ・パートナーの責任で確認してくだ

さい。 

（２）愛称を付与した施設で発生した災害，事故等により，ネーミングライツ・パートナーのイメー

ジを損なう恐れがありますが，市は一切の責任は負いません。 

（３）応募にあたっての費用及び契約締結に係る費用は応募者の負担とします。 

（４）この要項に定めのない事項については，別途協議するものとします。 

 

14 問合せ先 

ひたちなか市総務部資産経営課財産活用係 

電 話：（直通）029-273-2447 （代表）029-273-0111  

E-mail：facility@city.hitachinaka.lg.jp 

mailto:facility@city.hitachinaka.lg.jp

